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告 示

�愛媛県告示第４９５号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和５年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

西予市宇和町伊賀上３０２２の２、３０３６の２、３０４１の３、３０４１の４、

３０４２の２、３０４２の３、３０４３の２、３０４４の２、３０８４の２、３０８５の２、

３０８６の２、３０９０の２、３０９０の３、３０９１の２、３０９２の２、３０９３の５

から３０９３の８まで、３０９４の２、３０９４の３、３０９８の２、３０９８の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第４９６号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和５年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

南宇和郡愛南町岩水１１９１から１１９４まで、１１９６、１２５６から１２６６ま

で、１３１６、１３１７、１３２２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

岩水１１９６・１２５６から１２５９まで（以上５筆について次の図に

示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及びその

関係書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４９７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市和泉土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和５年４月２５日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４９８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、
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役員の種類 氏 名 住 所

理 事 堀 内 洋 助 松山市和泉北３丁目１４－２４

〃 大 野 陽 一 松山市和泉北３丁目３－１３

〃 山 田 憲 二 松山市和泉南５丁目３－２２

〃 濱 田 頼 男 松山市和泉南５丁目６－８

〃 堀 内 影 � 松山市和泉北３丁目７－１４

〃 大 野 耕 三 松山市和泉北３丁目３－１２

〃 堀 内 省 三 松山市和泉北２丁目８－３５

監 事 堀 内 謙 一 松山市和泉北３丁目８－５

〃 福 島 秀 朗 松山市和泉北３丁目６－２０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 堀 内 洋 助 松山市和泉北３丁目１４－２４

〃 大 野 陽 一 松山市和泉北３丁目３－１３

〃 山 田 憲 二 松山市和泉南５丁目３－２２

〃 濱 田 頼 男 松山市和泉南５丁目６－８

〃 大 野 幸 良 松山市和泉北３丁目６－１２

〃 大 野 耕 三 松山市和泉北３丁目３－１２

〃 堀 内 省 三 松山市和泉北２丁目８－３５

監 事 飯 泉 善 明 松山市和泉北３丁目１３－３２

〃 堀 内 謙 一 松山市和泉北３丁目８－５
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松山市勝岡土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和５年４月２５日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４９９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市斎院樋川土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

令和５年４月２５日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５００号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市志津川町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

令和５年４月２５日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５０１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市谷町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和５年４月２５日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 植 木 喜代春 松山市勝岡町２５５８

〃 原 運 � 松山市勝岡町２５３５

〃 岡 本 邦 � 松山市勝岡町２５１１

〃 大 野 信 良 松山市勝岡町１２８８－４

〃 柳 原 浩 志 松山市勝岡町２５７３－１

〃 大 野 信 哉 松山市勝岡町１２８７

監 事 大 野 勝 利 松山市勝岡町１２６８－２

〃 植 田 輝 � 松山市勝岡町１０９２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 植 木 喜代春 松山市勝岡町２５５８

〃 原 運 � 松山市勝岡町２５３５

〃 岡 本 邦 � 松山市勝岡町２５１１

〃 大 野 信 良 松山市勝岡町１２８８－４

〃 柳 原 浩 志 松山市勝岡町２５７３－１

〃 大 野 信 哉 松山市勝岡町１２８７

監 事 大 野 勝 利 松山市勝岡町１２６８－２

〃 植 田 輝 � 松山市勝岡町１０９２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 一 色 覚 松山市南斎院町８７９－３

〃 川 � 俊 一 松山市南吉田町１５０２

〃 清 水 良 雄 松山市清住２丁目１０９４－２

〃 清 水 俊 弘 松山市高岡町６０５

〃 一 色 悟 松山市北斎院町５２２

〃 家 木 貞 夫 松山市竹原３丁目１４－１３

〃 西 野 不可止 松山市生石町５５２

〃 関 谷 石 男 松山市南斎院町１０４１

〃 三 好 陽 造 松山市高岡町７６４

〃 関 谷 重 男 松山市南吉田町９１９

〃 森 棟 勝 弘 松山市別府町５６４

〃 菅 哲 司 松山市南江戸２丁目７－３３

〃 日 野 政 孝 松山市山西町７４１

監 事 関 谷 治 夫 松山市南斎院町９７８－３

〃 宮 � 眞 一 松山市北斎院町１９６

〃 栗 原 洋 一 松山市別府町８４３

〃 高 岡 道 生 松山市南斎院町８１６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 横 田 祐 享 松山市山西町５４０

〃 川 � 俊 一 松山市南吉田町１５０２

〃 清 水 良 雄 松山市清住２丁目１０９４－２

〃 一 色 覚 松山市南斎院町８７９－３

〃 清 水 俊 弘 松山市高岡町６０５

〃 一 色 悟 松山市北斎院町５２２

〃 家 木 貞 夫 松山市竹原３丁目１４－１３

〃 西 野 不可止 松山市生石町５５２

〃 関 谷 石 男 松山市南斎院町１０４１

〃 三 好 陽 造 松山市高岡町７６４

〃 宮 � 眞 一 松山市北斎院町１９６

〃 関 谷 重 男 松山市南吉田町９１９

〃 森 棟 勝 弘 松山市別府町５６４

監 事 関 谷 治 夫 松山市南斎院町９７８－３

〃 丹 下 邦 夫 松山市南江戸２丁目７－２３

〃 栗 原 洋 一 松山市別府町８４３

〃 高 岡 道 生 松山市南斎院町８１６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 工 藤 明 美 松山市志津川町１５４の２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 本 律 子 松山市志津川町６８

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 宮 � 純 也 松山市谷町４７４－２
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退 任

�������
�愛媛県告示第５０２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市富�土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した
旨の届出があった。

令和５年４月２５日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市居相土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和５年４月２５日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５０４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市�米地区土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任
した旨の届出があった。

令和５年４月２５日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

就 任

〃 門 屋 泰 三 松山市谷町３１６

〃 中 山 圭 二 松山市谷町３１５

〃 樋 口 正 俊 松山市谷町３７９

〃 宮 � 賢 二 松山市谷町１３３－１

〃 門 屋 吉 夫 松山市谷町３８－２

〃 寺 井 雅 信 松山市谷町３３０

〃 阿 部 憲 治 松山市谷町３０７

〃 谷 岡 勲 松山市谷町１３２－３

監 事 宮 � 澄 雄 松山市谷町４７４－１

〃 畦 英 二 松山市谷町１０４－５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 宮 � 純 也 松山市谷町４７４－２

〃 門 屋 泰 三 松山市谷町３１６

〃 門 屋 浩 美 松山市谷町３６－１

〃 樋 口 正 俊 松山市谷町３７９

〃 宮 � 賢 二 松山市谷町１３３－１

〃 門 屋 吉 夫 松山市谷町３８－２

〃 寺 井 雅 信 松山市谷町３３０

〃 阿 部 憲 治 松山市谷町３０７

〃 谷 岡 勲 松山市谷町１３２－３

監 事 宮 � 澄 雄 松山市谷町４７４－１

〃 寺 井 昭 男 松山市谷町４４２－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 竹 内 正 松山市富�町３０２－１

〃 川 口 博 幸 松山市富�町３１７

〃 玉乃井 晃 松山市富�町２２５

〃 高 橋 清 松山市富�町３３８

〃 須 山 浩 光 松山市富�町３１９

〃 友 澤 靖 定 松山市富�町２１３

監 事 玉乃井 和 利 松山市富�町２２３

〃 戒 能 謙次郎 松山市富�町４５５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 竹 内 正 松山市富�町３０２－１

〃 川 口 博 幸 松山市富�町３１７

〃 玉乃井 晃 松山市富�町２２５

〃 高 橋 清 松山市富�町３３８

〃 須 山 浩 光 松山市富�町３１９

〃 友 澤 靖 定 松山市富�町２１３

監 事 玉乃井 和 利 松山市富�町２２３

〃 玉 井 新 作 松山市富�町３３２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 洲之内 貞 治 松山市居相１丁目３－１０

〃 堀 川 博 松山市居相４丁目１９－３０

〃 有 光 逸 武 松山市居相５丁目７－７

〃 堀 川 満 幸 松山市居相５丁目５－１５

〃 川 添 真 一 松山市居相６丁目３－３２

監 事 今 村 伸 弥 松山市居相２丁目１－２５

〃 玉 井 智 丞 松山市居相４丁目２０－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 洲之内 貞 治 松山市居相１丁目３－１０

〃 堀 川 博 松山市居相４丁目１９－３０

〃 玉乃井 實 松山市居相１丁目３－８

〃 堀 川 満 幸 松山市居相５丁目５－１５

〃 川 添 真 一 松山市居相６丁目３－３２

監 事 今 村 伸 弥 松山市居相２丁目１－２５

〃 玉 井 智 丞 松山市居相４丁目２０－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 仙 波 勝 博 松山市福音寺町５１３－１

〃 安 井 宗 和 松山市来住町７７５

〃 � 市 � 治 松山市鷹子町３３７

〃 中須賀 修 一 松山市�米窪田町６５２

〃 平 松 英 雄 松山市�米窪田町２４８

〃 中 村 節 雄 松山市高井町９４４

〃 堀 内 正 伸 松山市南土居町３８－２

〃 栗 田 光 � 松山市福音寺町２４３

〃 橋 本 博 之 松山市北�米町２８８－１

〃 赤 松 豊 文 松山市南�米町２２２
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退 任

�������
�愛媛県告示第５０５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市伊台土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和５年４月２５日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５０６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市平井町地区土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退

任した旨の届出があった。

令和５年４月２５日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

就 任

退 任

監 事 篠 原 計 松山市鷹子町５５８

〃 � 市 潔 松山市高井町１０１３－３

〃 渡 部 康 夫 松山市土居町８９－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 仙 波 正 彦 松山市北�米町４４１

〃 安 井 宗 和 松山市来住町７７５

〃 � 市 � 治 松山市鷹子町３３７

〃 中須賀 修 一 松山市�米窪田町６５２

〃 平 松 英 雄 松山市�米窪田町２４８

〃 中 村 節 雄 松山市高井町９４４

〃 堀 内 正 伸 松山市南土居町３８－２

〃 栗 田 光 � 松山市福音寺町２４３

〃 乃 万 敏 郎 松山市北�米町６５９

〃 赤 松 豊 文 松山市南�米町２２２

監 事 岡 本 修 松山市北�米町５７７

〃 赤 松 邦 彦 松山市南�米町３４０

〃 塩 見 喜 録 松山市�米窪田町８３０－３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 浦 景 一 松山市上伊台町９１２－４

〃 中 野 博 松山市上伊台町１４５

〃 重 松 一 広 松山市下伊台町１７３３－２

〃 山 内 享 松山市下伊台町５８５－３

〃 片 山 千代子 松山市下伊台町３７３－１

〃 松 本 茂 幸 松山市下伊台町８２２

〃 池 内 勝 松山市下伊台町９６７

〃 河 野 正 幸 松山市下伊台町１７０８－６

〃 西 山 博 海 松山市下伊台町１４０９

〃 中 野 耕 治 松山市上伊台町１４２

〃 玉 井 孝 志 松山市上伊台町２１７

〃 神 野 正 志 松山市上伊台町７５８

〃 西 崎 誠 治 松山市上伊台町乙２１６－３

監 事 松 田 文 和 松山市上伊台町６８３

〃 片 山 千恵子 松山市下伊台町４０２－１

〃 仙 波 直 樹 松山市下伊台町１１８０－４

〃 山 内 均 松山市下伊台町２６９

〃 片 山 千恵子 松山市下伊台町４０２－１

〃 松 本 茂 幸 松山市下伊台町８２２

〃 池 内 勝 松山市下伊台町９６７

〃 河 野 正 幸 松山市下伊台町１７０８－６

〃 高 橋 誠 治 松山市下伊台町１０５０

〃 中 野 耕 治 松山市上伊台町１４２

〃 木 戸 重 博 松山市上伊台町１８５－２

〃 松 田 文 和 松山市上伊台町６８３

〃 大 崎 啓 三 松山市上伊台町８９５

監 事 松 本 英 治 松山市下伊台町１７７６－１

〃 寺 本 勝 志 松山市下伊台町８０８

〃 仙 波 直 樹 松山市下伊台町１１８０－４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 浦 景 一 松山市上伊台町９１２－４

〃 中 野 博 松山市上伊台町１４５

〃 重 松 一 広 松山市下伊台町１７３３－２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 仙 波 � 一 松山市平井町３０３１番地１

〃 仙 波 信 雄 松山市平井町２９８１番地

〃 豊 田 哲 夫 松山市平井町２４８０番地

〃 三 上 正 人 松山市平井町甲１５４２番地

〃 仙 波 � 三 松山市平井町１２２番地

〃 仙 波 正 幸 松山市平井町甲１０３３番地

〃 � 市 祐 一 松山市平井町１０４８番地

〃 重 信 卓 夫 松山市平井町甲３６０番地

〃 河 本 和 憲 松山市平井町６６８番地１

〃 河 本 賢 司 松山市平井町５６３番地

〃 和 田 賢 治 松山市平井町２１５１番地３

〃 � 市 浩 之 松山市平井町甲１９８７番地１

監 事 � 市 和 幸 松山市平井町１４７４番地

〃 重 信 誠 也 松山市平井町６７２番地

〃 徳 永 幸 三 松山市平井町甲２０５３番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 仙 波 � 一 松山市平井町３０３１番地１

〃 仙 波 信 雄 松山市平井町２９８１番地

〃 豊 田 哲 夫 松山市平井町２４８０番地

〃 三 上 正 人 松山市平井町甲１５４２番地

〃 大 野 輝 男 松山市平井町甲１０２８番地

〃 仙 波 正 幸 松山市平井町甲１０３３番地

〃 � 市 祐 一 松山市平井町１０４８番地

〃 重 信 卓 夫 松山市平井町甲３６０番地

〃 河 本 和 憲 松山市平井町６６８番地１

〃 河 本 賢 司 松山市平井町５６３番地

〃 和 田 賢 治 松山市平井町２１５１番地３
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�愛媛県告示第５０７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市水泥町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和５年４月２５日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５０８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第１８条第１７項の規定により、道前道後土地改良区連合から次のと

おり役員が退任した旨の届出があった。

令和５年４月２５日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

退 任

�愛媛県告示第５０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 � 市 浩 之 松山市平井町甲１９８７番地１

監 事 野 中 茂 松山市北梅本町甲７２２番地

〃 曽 根 哲 也 松山市平井町甲１６１６番地

〃 仙 波 � 三 松山市平井町１２２番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 永 田 哲 松山市水泥町１１１１

〃 相 原 秀 夫 松山市水泥町１１４１

〃 柴 田 � 松山市水泥町８８７

〃 渡 部 秋 男 松山市水泥町１０２５

〃 小 島 敏 弘 松山市水泥町９９７－７

〃 重 松 正 史 松山市水泥町１１１２－３

〃 松 田 誠 松山市水泥町１１３５

監 事 敷 村 光 良 松山市水泥町９９６－１

〃 青 木 良 一 松山市水泥町１０３５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 永 田 哲 松山市水泥町１１１１

〃 相 原 秀 夫 松山市水泥町１１４１

〃 柴 田 � 松山市水泥町８８７

〃 渡 部 秋 男 松山市水泥町１０２５

〃 敷 村 光 良 松山市水泥町９９６－１

〃 重 松 正 史 松山市水泥町１１１２－３

〃 松 田 誠 松山市水泥町１１３５

監 事 永 田 庄 二 松山市水泥町１０２０

〃 小 島 敏 弘 松山市水泥町１０７３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 石 勝 也 伊予郡松前町大字南黒田６０６番地

〃 松 岡 武 司 松山市余戸南六丁目４番２１号

監 事 仙 波 正 彦 松山市北�米町４４１番地

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 石畳中山線
喜多郡内子町袋口２８２７番２から

同町袋口２８２９番まで

旧 ８．１～１７．２ ０．０９９

新 ８．１～３２．９ ０．０９９

令和５年４月２５日 発行


